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平成２０年８月から当協議会を支援をして頂いている協働推進課の事業を紹介します

「携帯からホームペー
ジが表示されます。」

～ マンションの課題あれこれ ～

川口市マンションコミュニティ連絡協議会

新講師による「ベランダ菜園」
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ベランダ菜園に新しい「佐藤 啓司：野菜栽培士」講師を迎えて

これまで長きにわたり、小島講師にお願いをしてきましたが、今年から新しい講師に
なりました。新しい講師の佐藤氏は、盛人大学で小島講師に学び、その後に、ふれあ
い農園（農協）28年最優秀賞、野菜栽培士・令和２年盛人大学講師を務められていま
す。特に、新しい佐藤講師の良いところは、集合住宅に住んだ経験から、マンションに
より異なるベランダの位置や状況等にも、自身の体験を通じた意見をもっています。
これからも、皆様方と一緒に、ベランダ菜園について勉強する姿勢があります。ご興味
がある方は、一度、お越しください。

川口市マンションコミュニティ連絡協議会の活動

協議会では安心・安全・快適なマンションライフに役立
てて頂くためのセミナーやフォーラムといった、新しい情
報等の発信、愉しく癒やされるようなベランダを使用して
の野菜育生、参加者による問題等の情報交換会、このよ
うな３本を柱にして、皆様への広報（協議会だより・ホーム
ページ）を作成し情報提供を行っております。

《スケジュール》
◇ ７月２３日（日）１４時～ マンション管理セミナー
◇ ８月２７日（日）１４時～ ベランダ菜園（秋冬野菜）
◇１０月２８日（土）１８時～ 情報交換会
◇１２月 ９日（土）１８時～ 情報交換会
◇令和６年２月１８日（日）１４時～ マンションフォーラム
◇令和６年３月２３日（土）１８時～ 情報交換会

第１５期定期総会の報告
●開催日：令和５年５月２１日（日）●時間：1４時～１４時４５分●会場：かわぐち市民パートナーステーション
第1会議室●参加者１１名（非会員１名・役員５名含む）●議事案件状況以下の通りです。
今回、新型コロナ感染の扱いが変更になりましたので、会員の参加を迎えての総会としました。まだ、心配
が残る中の開催にて委任者及び議決権の方が多く、参加者１１名（非会員１名含む）でした。
総会成立要件、規約第７条６項、構成員の５分の１（２０％）以上｛出席１０名・委任状２９・議決権行使（賛
成）５、総数４４個 ２９％となり成立｝を満たしており、総会の成立を
確認し、各議案の審議に入りました。各議案について出席者賛否を確
認し、全案件満場一致で賛成承認されました。また、審議中３号議案
一部訂正（５頁活動計画の定期総会期の１６期を１５期及び令和６年を
令和５年に訂正）及び情報交換会の日程変更（８月５日を変更して３月
２３日）を致しました。
●第１６期役員役職者の決定（役員５名）
・会 長 ： 臨海 美和 ・副会長 ： 吉澤 康博 ・ 尾市 守弘 ・幹 事 ： 畑中 博司 ・ 森 一六正
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※ 大規模修繕工事 ※ 🤣悪戦苦闘基礎管理 （監事選出・長期修繕計画・決議）

ここからは、私の個人的な意見ですが、体験談を述べさせて頂きます。今から１５年前の第一回目の大規模修繕工事

は、当然ながら、私を含め全居住者が初体験です。何をするのか全く分かりませんでした。なにしろ相談する相手がいな

いのですから。管理会社、建設会社の言いなりで、完成後は、これが最善な方法だと思っていました。そして二回目。川

口もマンションが増え、書籍や新聞記事などの大規模修繕工事関連情報も増えたことで我々も知恵がつきました。修繕

委員会と理事会は、前回とは違い“我々主導“で行う事にして、工事内容、業者選定、適正価格などを厳選し、其々の内

容に合った得意業社に分散しました。業者を分けたことにより、我々が工程の割り振りをし、進捗の監視をする、現場監

督のような作業をしなければなりませんでした。このように一回目は、精神的な負担はなかったのですが、二回目は一回

目にはなかったアスベストの問題も新たに発覚し３年間本当に大変でした。自分が崩壊するかと心配でしたが、委員の皆

さんの助けもあり、なんとか無事終了することが出来ましたが、覚悟して取り組まないと、大変なことになるとつくづく実

感を致しました。

又、駐車場の改修工事を行いました。５０台の行先を探さないといけません。不動産屋に空き駐車場がないか当たりま

したが、面倒なんでしょう、短期契約なんかしてくれません。仕方ないので、近隣の空地、店舗の駐車場、開発途中の敷

地、お寺の空地、コインパーキングなどなど。これらを役員が、車種と敷地を照らし合わせながら数台ずつ分散してやっと

完成しました。低価格で出来ましたが、完成まで眠れない日々が続きました。

余談ですが、時代の変化でしょうか。それとも金額を値切ったせいかどうかは分りませんが、日本人の職人が少なく、

アジア諸国の方々が入れ替わり立ち替わりで国際色ゆたかでした。この人たちの仕事内容は、我々から見ると雑で、監

督さんは苦労していたように見受けられました。私も、ちゃんと出来るか、心配でしたが何とか事故もなく無事終了して、

安堵しています。これから大規模修繕を計画されている皆さん。打合せは何回行っても無駄には成りません、慎重に厳

選し、全てが納得いくまで頑張ってください。きっといい方法が見つかると思います。

【マンション修繕の住民決議方法の法改正】

4月30日の日経電子版に、分譲マンションの修繕方針を決める住民集会（総会）について、現在は所有者の過

半数の賛成（欠席者は反対とみなす）が必要だが、出席者の過半数で決議できるよう法改正を検討中という記
事が掲載された。昨年完了した私のマンションの大規模修繕工事の議決は確か総会出席者の過半数で決め
たはずだと思い少し調べてみました。集会での議決方法を規定しているのが「建物の区分所有等に関する法
律」で第三十九条に「集会での議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権
の各過半数で決する」とあります。規約に規定がないと区分所有者の過半数が必要となります。そこで規約に
ついても調べてみました。現在の国交省の「マンション標準管理規約（単棟型）」の第47条に、総会の会議は議

決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、総会の議事は出席組合員の過半数で決する」とあります。私
のマンションの管理規定も調べたらほぼ同趣旨の規定となっていました。先の大規模修繕工事の議決も出席
者の過半数の 議決で問題ないことを確認しました。皆様の大部分の分譲マンション管理組合の管理規定も国

交省の標準管理規定に倣っていると思われるので、現状でも総会出席者の過半数で議決できるのではないか
と思います。一度皆さんのマンション管理組合の「管理規定」を確認されてみてはいかがでしょうか？

快適な住環境と資産価値を守るための活動を行う

私は、一回目と二回目の分譲マンションの大規

模修繕工事の役員を務めてきました。こんな体験が

できたのは“ラッキー”と思っています。でも、工事が

終わった後、良かったのか悪かったのか、今でも、

ハッキリ言って分かりませんが、我々の様々な苦労

が、所有者の軽減になったと思っています。

設備仕様により違いがありますが修繕個所の一例です

直近2年から３年程度で、管理規約を管理会社の主導もしくは、管理会社が協力して、変更した管理組
合も多くあると思います。
お気づきの方も多いと思いますが、私見ですが運営上の課題は、大きくは２つあると思います。
一つは、管理組合の役員の決め方や風土を変更しなければならない部分があります。
例えば、監事の選定でこれまでは、マンションによって総会後の理事会で理事と同時に決めていた管理
組合もあったと思います。最近の標準管理規約に合わせると、課題も生まれます。
以前の標準管理規約の決め方で言えば、総会時に監事は確定していました。しかし、最近の標準管理
規約では、監事は理事会への参加及び管理組合の業務監査も担う役割になりました。以前のように、で
きれば監事をさせて頂きたいといえない状況にあります。つまり、理事長並みの知見が必要で、業務結果
を判断することになります。
もう一つの課題点は、長期修繕計画（案）にあると思います。 これまで、長期修繕計画では、内容等も

ある程度自由に決めることも可能でした。しかし、これからは長期修繕計画標準様式に準拠し作成ガイド
ラインに従うと、一定の工事項目が必要で、さらに長期修繕計画案を作成した時には、大幅な不足金や一
時金徴収はできず、長期修繕計画の終了時には、赤字を出しては、ならないということです。詳しくは、長
期修繕計画（案）の資料をご確認頂ければと思います。 特に、ここ数年で大規模修繕工事の金額が、10
～15％程度上昇しているようです。更に人件費の高騰・人手不足及び設備や機材の値上げや不足もあ
り、さらに上昇する見込みです。

以上のことから、管理組合の財務状況を管理組合員自身が現状を理
解しづらい仕組みで、修繕積立金の不足額を解決できない状況が有る
のかと思います。 ほかにも、課題はあると思いますが、私から皆様方へ
お伝えしたい点は以上です。
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